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セクハラ指針の一部改正

で「LGBT」に関する内容

が明記されます！ 
◆企業に求められるLGBT 対

応 
近年、人権保護の観点から

はもちろん、リスク対応や優

秀な人材の確保といった観点

から、企業においても LGBT
への理解と対応が求められて

きています。 
ここでいう「LGBT」とは、

レズビアン（L）、ゲイ（G）、

バイセクシュアル（B）、トラ

ンスジェンダー（T）といった

性的少数者のことであり、

2015 年に電通総研が行った

調査では、人口の 7.6%が

LGBT であると発表されてい

ます。 
そのよう中、厚生労働省は、

いわゆる「セクハラ指針」（事

業主が職場における性的言動

に起因する問題に関して雇用

管理上構ずべき措置につい

て）の改正を行い、企業に

LGBT などの性的少数者への

セクハラにも対応する義務が

あることを明文化する方針を

固めました。 
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◆職場におけるセクシュアル

ハラスメントの対象者の明確

化 
労働政策審議会（雇用均等

分科会）の中で示された「事

業主が職場における性的言動

に起因する問題に関して雇用

管理上講ずべき措置について

の指針の一部を改正する告示

案」では、「従来より、職場に

おけるセクシュアルハラスメ

ントについては、被害者の性

的指向や性自認は問わないも

のであるが、それが周知徹底

されていないとの声が近年多

くなっている。これを踏まえ

て、被害を受ける者の性的指

向や性自認にかかわらず、こ

れらの者に対する職場におけ

るセクシュアルハラスメント

も、セクハラ指針の対象とな

る旨を明確化する改正を行う

こととする。」とされました。 
現在でも性的少数者は指針

の対象となっていますが、明

文化はされていませんでし

た。 
セクハラ指針の 2（1）に、

「被害を受けた者の性的指向

や性自認にかかわらず対象と

なる」と新たに明記すること

で、さらなる周知徹底を図る

ねらいがあるようです。

 
◆施行日について

上記指針は

日より改正される予定ですの

で、

スメント防止

社員への

が必要になってきます。

 
厚労省の調査結果にみる

「障害者の就労」の実態

◆障害者の就職者数が過去最

高を更新

厚生労働省が「平成

障害者の職業紹介状況等」を

公表し、ハローワークを通じ

て就職した障害者が

人（前年度比

年連続で増加し、過去最高を

更新したことがわかりまし

た。

また、就職率（就職件数／

新規求職申込件数）も

（同

た。

 
◆精神障害者の就職件数が大

幅増加

就職者の内訳をみると、精
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で、さらなる周知徹底を図る

ねらいがあるようです。 

◆施行日について 
上記指針は平成 29 年 1月 1

日より改正される予定ですの

で、社内のセクシュアルハラ

スメント防止規程の見直しや

社員への周知等、LGBT 対応

が必要になってきます。 

厚労省の調査結果にみる

「障害者の就労」の実態 
◆障害者の就職者数が過去最

高を更新 
厚生労働省が「平成 27 年度 

障害者の職業紹介状況等」を

公表し、ハローワークを通じ

て就職した障害者が 9 万 191
人（前年度比 6.6％増）と 7
年連続で増加し、過去最高を

更新したことがわかりまし

た。 
また、就職率（就職件数／

新規求職申込件数）も 48.2％
（同 1.0％増）と上昇しまし

た。 

◆精神障害者の就職件数が大

幅増加 
就職者の内訳をみると、精



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神障害者が 3 万 8,396 人（同

11.2％増）、身体障害者が 2 万

8,003 人（同 0.6％減）、知的

障害者が 1 万 9,958 人（同

6.6％増）、発達障害者などは

3,834 人（同 21.1％増）とな

っており、精神障害者の就職

件数が大幅に増加していま

す。 
この理由として、昨年 4 月

より法定雇用率（2.0％）を達

成していない場合に納付金を

徴収する企業の対象が従業員

200 人超から 100 人超に対象

が拡大したこと、平成 30 年度

には障害者雇用促進法の改正

に伴い精神障害者を法定雇用

率の算定対象に含めることが

挙げられます。 
 
◆医療・福祉や製造業への就

職が多い 
調査結果を産業別にみる

と、「医療・福祉」への就職者

が最も多く 3 万 3,805 人

（37.5％）、2 番目は「製造業」

の 1 万 1,933 人（13.2％）、3
番目は「卸売・小売業」の 1
万 1,577 人（12.8％）となっ

ています。さらに「サービス

業」、「運輸、郵便業」と続い

ています。 
また、職業別では、「運輸・

清掃・包装等の職業」が 3 万

1,393 人（34.8％）で最も多く、

以下、「事務的職業」（1 万

8,469 人、20.5％）、「生産工程

の職業」（1 万 1,599 人、

12.9％）、「サービスの職業」

（１万 819 人、12.0％）とな

っています。 
◆企業の理解や雇用環境の改

善が必要 
厚生労働省では、「好調な

雇用状況を背景に障害者の

求職意欲は増しているため、

企業の理解をさらに進める

とともに、障害者が働きやす

いよう雇用環境の改善を図

りたい」としています。 
また、法定雇用率未達成企

業の民間企業に対して達成

を実現させるよう指導を行

い、関係機関と連携して障害

者雇用のための支援を行う

としています。 
 
7 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 健保・厚年の月額算定基

礎届の提出期限［年金事

務所または健保組合］＜

７月１日現在＞ 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 特例による源泉徴収税額

の納付＜１月～６月分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出［公共職業安

定所］＜前月以降に採用

した労働者がいる場合＞ 

○ 労働保険一括有期事業開

始届の提出［労働基準監

督署］＜前月以降に一括

有期事業を開始している

場合＞ 

○ 労働保険の今年度の概算

保険料の申告と昨年度分

の確定保険料の申告書の

提出期限＜年度更新＞

［労働基準監督署］ 

○ 労働保険料の納付＜延納

第１期分＞［郵便局また

は銀行］

15 日

○ 所得税予定納税額の減額

承認申請＜６月

現況＞の提出［税務署］

○ 障害者・高齢者雇用状況

報告書の提出［公共職業

安定所］

31 日

○ 所得税予定納税額の納付

＜第１期分＞［郵便局ま

たは銀行］

○ 労働者死傷病報告の提出

［労働基準監督署］＜休

業４日未満、４月～６月

分＞

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］

○ 日雇健保印紙保険料受払

報告書の提出［年金事務

所］

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者で

ない場合）＜雇入れ・離

職の翌月末日＞［公共職

業安定所］

労働保険料の納付＜延納

第１期分＞［郵便局また

は銀行］ 

日 
所得税予定納税額の減額

承認申請＜６月 30 日の

現況＞の提出［税務署］ 
障害者・高齢者雇用状況

報告書の提出［公共職業

安定所］ 
日 
所得税予定納税額の納付

＜第１期分＞［郵便局ま

たは銀行］ 
労働者死傷病報告の提出

［労働基準監督署］＜休

業４日未満、４月～６月

分＞ 
健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 
日雇健保印紙保険料受払

報告書の提出［年金事務

所］ 
労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 
外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者で

ない場合）＜雇入れ・離

職の翌月末日＞［公共職

業安定所］ 


